
平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

七

八

号

Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
及
び
携
帯
電
話
端
末
に
か
か
る
情
報
を
取
得
す
る
捜
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

階

猛
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Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
及
び
携
帯
電
話
端
末
に
か
か
る
情
報
を
取
得
す
る
捜
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
等
に
よ
り
位
置
情
報
を
取
得
す
る
捜
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
提
出
質
問

第
二
二
号
）
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
九
五
第
二
二
号
。
以
下
、
「
本
答
弁
書
」
）
を
踏
ま
え
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
及
び
携

帯
電
話
端
末
に
か
か
る
情
報
を
取
得
す
る
捜
査
に
つ
い
て
、
以
下
を
質
問
す
る
。

一

政
府
は
本
答
弁
書
の
「
一
の
�
に
つ
い
て
」
で
、
捜
査
対
象
者
の
所
持
品
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
る
形
で
の
捜
査

（
以
下
、
「
所
持
品
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
」
と
す
る
）
の
実
施
に
関
し
て
、
「
現
在
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
御
指
摘
の
判
決
の
趣
旨

を
踏
ま
え
つ
つ
、
（
中
略
）
捜
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
以
下
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

捜
査
対
象
者
の
所
持
品
で
あ
っ
て
、
麻
薬
等
の
法
禁
物
を
内
包
し
な
い
も
の
に
関
し
て
も
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け

て
捜
査
を
行
う
こ
と
は
あ
る
の
か
。

�

警
察
庁
は
通
知
（
警
察
庁
丁
刑
企
発
第
十
五
号
、
丁
支
発
第
二
十
二
号
）
に
よ
っ
て
、
捜
査
対
象
車
両
に
移
動
追
跡
装

置
を
取
り
付
け
て
行
う
捜
査
を
控
え
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
法
禁
物
を
内
包
し
な
い
所
持
品
に

対
す
る
所
持
品
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
に
関
し
て
は
、
実
施
を
控
え
る
べ
き
と
す
る
指
示
は
現
段
階
で
特
に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

一



と
解
し
て
よ
い
か
。

二

政
府
は
本
答
弁
書
の
「
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
」
で
、
「
そ
の
趣
旨
が
御
指
摘
の
「
携
帯
位
置
情
報
捜
査
」
に
及
ぶ
か

否
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る
。

�

検
討
の
結
果
が
出
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
捜
査
機
関
は
引
き
続
き
、
総
務
省
作
成
の
「
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
、
「
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
す
る
）
に
基
づ
い
た
「
携
帯
位
置
情
報

捜
査
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
か
。

�

「
携
帯
位
置
情
報
捜
査
」
に
も
判
決
（
「
平
成
二
十
八
年
（
あ
）
第
四
四
二
号

窃
盗
、
建
造
物
侵
入
、
傷
害
被
告
事

件

平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
大
法
廷
判
決
」
）
の
趣
旨
が
及
ぶ
か
否
か
を
検
討
対
象
と
す
る
以
上
、
携
帯
電
話
利
用

者
に
対
す
る
令
状
提
示
や
事
後
通
知
を
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
「
携
帯
位
置
情
報
捜
査
」
は
違
法
捜
査
と
な
る
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

総
務
省
の
「
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
」
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業

者
が
保
有
す
る
位
置
情
報
の
う
ち
個
々
の
通
信
に
関
係
す
る
場
合
は
通
信
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
通
信
の
秘
密
と
し
て
保
護

さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
電
気
通
信
事
業
者
が
既
に
取
得
し
、
保
管
し
て
い
る
被
疑
者
の
位
置
情
報
で
あ
っ
て
、

二



個
々
の
通
信
に
関
係
す
る
も
の
を
捜
査
機
関
が
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
以
下
の
点
に
か
か
る
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
場
合
の
個
々
の
通
信
に
関
係
す
る
位
置
情
報
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百

二
十
二
条
第
一
項
の
準
用
す
る
同
法
第
百
条
第
一
項
な
い
し
第
二
項
に
い
う
、
「
電
信
に
関
す
る
書
類
で
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
通
信
事
務
を
取
り
扱
う
者
が
保
管
し
、
又
は
所
持
す
る
も
の
」
に
あ
た
る
か
。

�

電
気
通
信
事
業
者
が
既
に
取
得
し
、
保
管
し
て
い
る
被
疑
者
の
位
置
情
報
で
あ
っ
て
、
個
々
の
通
信
に
関
係
す
る
も
の

を
捜
査
機
関
が
取
得
す
る
処
分
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
任
意
に
情
報
の
提
供
に
協
力
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑

事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
に
あ
た
る
か
。

四

電
気
通
信
事
業
者
が
既
に
取
得
し
、
保
管
し
て
い
る
被
疑
者
の
位
置
情
報
で
あ
っ
て
、
通
信
の
秘
密
に
か
か
ら
な
い
も
の

を
捜
査
機
関
が
取
得
す
る
処
分
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
任
意
に
情
報
の
提
供
に
協
力
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
事

訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
に
あ
た
る
か
。
政
府
の
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
三
十
五
条
第
四
項
に
則
り
、
捜
査
機
関
が
電
気
通
信
事
業
者
に
要
請
し
て
携
帯
電
話
利
用
者
の
位
置

情
報
を
取
得
さ
せ
る
処
分
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
か
か
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
任
意
に
捜
査
機
関
に
協
力
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
に

い
う
「
強
制
の
処
分
」
に
あ
た
る
の
か
。

�

本
判
決
は
、
「
個
人
の
意
思
を
制
圧
し
て
憲
法
の
保
障
す
る
重
要
な
法
的
利
益
を
侵
害
す
る
」
処
分
は
強
制
処
分
に
あ

た
る
と
し
て
い
る
が
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
三
十
五
条
第
四
項
に
則
っ
た
位
置
情
報
取
得
が
「
強
制
処
分
」
に
当
た
る
か

否
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
捜
査
対
象
と
な
っ
た
携
帯
電
話
利
用
者
の
意
思
の
制
圧
の
有
無
は
問
題
と
な
る
の
か
。

六

米
国
で
は
、
「
偽
装
携
帯
基
地
局
」
（
真
正
な
携
帯
基
地
局
と
同
様
の
到
達
性
可
能
通
信
を
発
し
、
周
辺
の
携
帯
電
話
端

末
を
捕
捉
し
て
そ
の
識
別
番
号
、
位
置
情
報
、
通
信
内
容
等
を
収
集
す
る
も
の
）
を
用
い
た
捜
査
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
の
点
に
か
か
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

日
本
の
捜
査
機
関
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
偽
装
携
帯
基
地
局
」
の
利
用
は
現
在
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

前
項
で
な
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
場
合
、
「
偽
装
携
帯
基
地
局
」
を
利
用
し
た
捜
査
は
現
行
法
上
で
可
能
と
考
え
る

か
。

右
質
問
す
る
。

四


